




ご存じですか？「無期転換ルール」
 準備を始めましょう、就業規則の見直しや規定の整備 

● 有期労働契約者（契約社員、パートタイマー、アルバイトなど名称は問いません）が反
復更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働
契約（無期労働契約）に転換できるルールです。平成25年４月１日以降に開始した有
期労働契約が対象です。円滑な無期転換ルールの対応への準備をお願いいたします。
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【平成25年4月開始で契約期間が１年の場合の例】

無期転換ルールとは

※ 無期労働契約 労働条件（職務 勤務地 賃金 労働時間  ）  別段 定    限 、直前の有期労働契約と
同一となります。別段 定          変更可能  。

H25.4 H26.4 H27.4 H28.4 H29.4 H30.4 H31.4

（労働契約法第18条：平成25年4月1日施行）

雇止めの慎重な検討について

★ 平成29年10月31日まで、神奈川労働局において「無期転換ルール特別相談窓口」を設置しております。

事業主の皆さま、働く皆さまからのご相談に応じます。（窓口：雇用環境・均等部指導課 電話：045-211-7380）

無期転換ルールの導入に伴い、有期雇用労働者が無期労働契約への転換前に雇止めとなる場合が増加するのではないかとの心配があります。

このため、雇用の安定がもたらす労働者の意欲や能力の向上や、企業活動に必要な人材の確保に寄与することなど、無期転換がもたらすメ

リットについても十分にご理解いただき、雇止めの判断に当たっては、その実際上の必要性を十分慎重に検討のうえ、御対応いただくよう

お願いします。

平成27年
10月18日

最低賃金時間額

(改正発効年月日)

894円
(H27.3.1)

890円
(H27.3.1)

874円
(H26.3.15)

857円
(H25.3.1)

855円

(H25.3.1)

821円
(H22.12.20)

842円

(H23.12.21)

 　　平成27年度は特定最低賃金の
　　 改定はされず、神奈川県最低
     賃金「時間額 905円」が適用
     されます。

  (※神奈川県下では、左の7つ産業について
  「特定最低賃金」が設定されていますが、
   その金額が神奈川県最低賃金を下回るた
   め、上記の神奈川県最低賃金が適用され
   ることになります。)
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神 奈 川 県
最 低 賃 金

９０５円
　県下すべての労働者
　に適用されます。

最 低 賃 金 の お 知 ら せ

最低賃金の件名
最 低 賃 金 額

効力発生年月日 摘 要
（ 時 間 額 ）

非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業

自動車小売業

最低賃金の件名

塗料製造業

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業

鉄鋼業

ボイラ・原動機、ポンプ・圧縮機器、一般産業用機
械・装置、建設機械・鉱山機械、金属加工機械製
造業

輸送用機械器具製造業






